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4月29日（祝）

―選手走行に
　　　ご協力を―

第34回

催開
武相マラソン大会武相マラソン大会武相マラソン大会

ケース１　年金収入のみの方の世帯 ケース２　給与収入のみの方の世帯

表１　２０１１年度国民健康保険税の税額（率）表 カッコ内は２０１０年度分です
介護分③後期高齢者支援金分②医療分①区分

１．１７％（１．０５％）　１．３８％（１．２７％）　４．０８％（３．７３％）所得割額Ａ
８，４００円（７，５００円）　６，８００円（６，０００円）　１９，７００円（１７，４００円）均等割額Ｂ
３，０００円（据え置き）３，０００円（据え置き）　９，０００円（据え置き）平等割額Ｃ
１２万円（１０万円）　１４万円（１３万円）　　５１万円（５０万円）　課税限度額（注）

（注）世帯単位で計算したＡＢＣ合計の年税額が、課税限度額を超えた場合、年税額は課税限度額の金額とな
ります。

　６５歳以上のご夫婦２人世帯で、夫のみの年金収入
で計算した場合

※妻の年金収入が１２０万円までの場合は、計算例と同
額の保険税となります。

　４０歳代の夫婦２人と子供２人の４人世帯で、夫の
給与収入で計算した場合

※妻の給与収入が６５万円までの場合は、計算例と同
額の保険税となります。

軽減割合保険税基準総所得金額（注）年金収入
７割軽減１９，４００円０円１，５３０，０００円
７割軽減２７，６００円１５０，０００円１，６８０，０００円
５割軽減５４，０００円３９５，０００円１，９２５，０００円
２割軽減９８，４００円８５０，０００円２，３８０，０００円

１４５，１００円１，４７０，０００円３，０００，０００円
１９０，２００円２，２９５，０００円４，０００，０００円

（注）基準総所得金額＝年金所得控除後の所得金額－３３万円

軽減割合保険税基準総所得金額（注）給与収入
５割軽減１１７，４００円７３３，２００円１，７７５，０００円
２割軽減２０２，９００円１，３９９，６００円２，７３１，０００円

２９２，１００円２，３３０，０００円４，０００，０００円
３４５，２００円３，１３０，０００円５，０００，０００円
３９８，２００円３，９３０，０００円６，０００，０００円
４５４，０００円４，７７０，０００円７，０００，０００円

（注）基準総所得金額＝給与所得控除後の所得金額－３３万円
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ぶ
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割
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新
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充
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税
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よ
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介
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（
図
１
）。

　
医
療
分
は
、
医
療
費
や
出
産
育

児
一
時
金
な
ど
に
充
て
、
後
期
高

齢
者
支
援
金
分
は
、
後
期
高
齢
者

へ
の
支
援
金
と
し
て
充
て
ら
れ
ま

す
。
介
護
分
は
、　
歳
か
ら
　
歳

４０

６４

ま
で
の
方
に
対
す
る
介
護
保
険
料

の
負
担
分
で
す
。

 

保
険
税
の
軽
減
 

　
所
得
の
低
い
世
帯
の
方
は
、
世

帯
主
及
び
被
保
険
者
な
ど
の
数
に

応
じ
て
保
険
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均
等
割
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・
平

等
割
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が
軽
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さ
れ
ま
す
。
４
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の
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ま
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（
表
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新
し
い
税
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（
率
）
に
基
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き
、

例
と
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て
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与
収
入
ま
た
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金
収
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（
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今
年
も
恒
例
の
武
相
マ
ラ
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大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
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こ
の
大
会
は
一
般
道
を
走
る
コ

ー
ス
で
、
約
２
３
０
０
人
の
参
加

者
が
あ
り
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す
。

　
当
日
は
午
前
９
時
　
分
か
ら
午

２０

後
１
時
　
分
の
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、
交
通
規
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が

２０

行
わ
れ
ま
す
。

　
選
手
の
走
行
に
ご
協
力
の
う
え

ご
声
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
開
催
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４
月
　
日
（
祝
）
午

２９

前
８
時
　
分
開
会
式
開
始
（
雨
天

４０

実
施
）
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㎞
の
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１０
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時
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３０

○
会
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市
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上
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技
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※
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ま
す
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ゴール

給水所

給水所

給水所

給水所

17㎞関門

5㎞地点15㎞関門

10㎞関門

コース案内図（ハーフ）
10㎞のコース図や予想通過時刻等の詳細は、町田市ホームページ
（トップページ→文化・スポーツ→スポーツ情報→ホームタウン
チーム・アスリート情報「スポまち☆彡」）でご覧いただけます。
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　次の施設では夜間の貸し出しを再開しました。
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市民センターなどで
夜間の貸し出しを再開しました
市民センターなどで
夜間の貸し出しを再開しました

各市民センター、木曽山崎・玉川学園文化の各センター、
各地域センター、町田市民フォーラム、町田市民文学館、
まちだ中央公民館、健康福祉会館

所得割額Ａは、加入者それぞれの基準総所得金額（前年の総所得金額等から基礎控除３３万円を引いた額）に表１の税率
をかけて計算します。
均等割額Ｂは、加入者の人数に表１の税額をかけて計算します。
平等割額Ｃは、１世帯について表１の税額により計算します。

介護分
③＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ
４０～６４歳の方のみ

＋

後期高齢者支援金分
②＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

＋

医療分
①＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

＝
保険税
（年間）
＝①＋②＋③

合計
所得割額Ａ
均等割額Ｂ
平等割額Ｃ

合計
所得割額Ａ
均等割額Ｂ
平等割額Ｃ

合計
所得割額Ａ
均等割額Ｂ
平等割額Ｃ

図１　国民健康保険税の計算の仕方

表２　均等割額・平等割額の軽減
軽減割合

総所得金額等の合計が下記の基準を超えない世帯
改正後改正前
７割６割基礎控除額（３３万円）以下

５割４割基礎控除額（３３万円）＋２４５，０００円×（加入者と特定同一
世帯所属者の数〔いずれも世帯主を除く〕）の額以下

２割なし基礎控除額（３３万円）＋３５０，０００円×（加入者と特定同一
世帯所属者の数）の額以下

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行した方で、移行後５年
間に限り、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
※軽減判定の場合には、１９４６年１月１日以前に生まれた方で、公的年金等の受
給者の方は、公的年金所得より１５万円を限度に控除があります。

実際に納付する金額
は、均等割額・平等割
額のそれぞれ３割、５
割、８割となります。


